
介護保険事業費 

健康福祉局 

【款：総務費 項：総務管理費 目：一般管理費】 

《被保険者の推移》                          （単位：人） 

 29.9 末 30.9 末 元.9 末 2.9 末 3.9 末見込 

第 1号被保険者数 126,414 127,411 127,703 128,007 127,498 

《認定者の推移》                           （単位：人） 

 29.9 末 30.9 末 元.9 末 2.9 末 3.9 末見込 

認定者数 27,439 28,033 28,918 28,874 29,642

(１) 給付関係事務経費 

保険給付業務に係る事務経費 

  19,829 

(19,038)

(２) 資格関係事務経費 

資格管理業務に係る事務経費 

6,315 

(5,087)

(３) 介護保険システム整備事業費 

介護保険制度の円滑な運営を図るための対応及び第 8 期事業計画策定に伴うシ

ステム改修等を行う。また、介護保険システムに係る賃借料及び運用保守業務

の委託料を支出する。 

91,332 

(63,919)

(４) 介護保険制度普及啓発事業費 

介護保険制度に対する市民の理解を深めるため、広報を行う。 

3,520 

(3,738)

【款：総務費 項：総務管理費 目：連合会負担金】 

(５) 兵庫県国民健康保険団体連合会負担金 

兵庫県国民健康保険団体連合会の会員負担金 

2,358 

(2,362)

【款：総務費 項：総務管理費 目：賦課徴収費】 

(６) 賦課徴収関係事務経費 

介護保険料の賦課、徴収業務に係る事務経費 

72,375 

(53,111)

【款：総務費 項：総務管理費 目：介護認定費】 

(７) 主治医意見書支払費 

要介護認定に必要となる「主治医意見書」の作成手数料の支払業務を兵庫県国

民健康保険団体連合会へ委託する。 

 143,290 

(135,053)

(８) 認定調査委託料 

認定調査業務の一部を社会福祉協議会等へ委託する。 

88,192 

(82,085)

(９) 認定関係事務経費 

要介護認定業務に係る事務経費 

15,775 

(19,529)
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【款：保険給付費 項：介護サービス等諸費 目：介護サービス等給付費】 

(10) 居宅介護サービス給付費 

要介護被保険者が指定居宅サービスを利用したときに、居宅介護サービス給付

費を支給する。 

 対象サービス 

  訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養

管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、福祉用具貸与、短期入所

生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護 

20,741,998 

(19,341,953)

(11) 地域密着型介護サービス給付費 

要介護被保険者が指定地域密着型サービスを利用したときに、地域密着型介護

サービス給付費を支給する。 

 対象サービス 

  定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型

通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密

着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介

護、地域密着型通所介護、看護小規模多機能型居宅介護 

5,420,200 

(5,281,568)

(12) 施設介護サービス給付費 

要介護被保険者が指定施設サービスを利用したときに、施設介護サービス給付

費を支給する。 

 対象施設 

  介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院 

10,739,021 

(9,912,166)

(13) 特定入所者介護サービス費 

一定の基準を満たす低所得の要介護被保険者が指定施設サービス、指定地域密

着型サービスまたは指定居宅サービスを利用したときの食費及び居住費（滞在

費）の負担限度額と基準費用額の差額について、特定入所者介護サービス費を

支給する。 

 対象施設及びサービス 

  介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施

設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、短期入所生活介護、短

期入所療養介護 

916,465 

(1,127,891)

(14) 居宅介護福祉用具購入費 

要介護被保険者が指定居宅サービス事業者から福祉用具を購入したときに、居

宅介護福祉用具購入費を支給する。 

39,516 

(42,324)

(15) 居宅介護住宅改修費 

要介護被保険者が給付対象となる住宅の改修を行ったときに、居宅介護住宅改

修費を支給する。 

82,187 

(81,603)

(16) 居宅介護サービス計画給付費 

要介護被保険者が指定居宅介護支援を受けたときに、居宅介護サービス計画給

付費を支給する。 

2,297,394 

(2,204,543)
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(17) 介護予防サービス給付費 

要支援被保険者が指定介護予防サービスを利用したときに、介護予防サービス

給付費を支給する。 

 対象サービス 

  介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーシ

ョン、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション、介

護予防福祉用具貸与、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養

介護、介護予防特定施設入居者生活介護 

970,696 

(1,044,199)

(18) 地域密着型介護予防サービス給付費 

要支援被保険者が指定地域密着型介護予防サービスを利用したときに、地域密

着型介護予防サービス給付費を支給する。 

 対象サービス 

  介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、介護

予防認知症対応型共同生活介護 

  30,236 

(29,905)

(19) 特定入所者介護予防サービス費 

一定の基準を満たす低所得の要支援被保険者が指定介護予防サービスを利用し

たときの食費及び滞在費の負担限度額と基準費用額の差額について、特定入所

者介護予防サービス費を支給する。 

 対象サービス 

  介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護 

1,419 

(1,419)

(20) 介護予防福祉用具購入費 

要支援被保険者が指定介護予防サービス事業者から福祉用具を購入したとき

に、介護予防福祉用具購入費を支給する。 

14,157 

(18,962)

(21) 介護予防住宅改修費 

要支援被保険者が給付対象となる住宅の改修を行ったときに、介護予防住宅改

修費を支給する。 

70,347 

(69,399)

(22) 介護予防サービス計画給付費 

要支援被保険者が指定介護予防支援を受けたときに、介護予防サービス計画給

付費を支給する。 

244,805 

(226,291)

【款：保険給付費 項：介護サービス等諸費 目：審査支払手数料】 

(23) 審査支払手数料 

介護報酬の請求に関する審査及び支払いを兵庫県国民健康保険団体連合会へ委

託する。 

40,492 

(41,837)

【款：保険給付費 項：高額介護サービス費 目：高額介護サービス費】 

(24) 高額介護サービス費 

要介護及び要支援被保険者が利用したサービスの本人負担額（月額及び年額）

が一定額を超える場合に、高額介護サービス費または高額介護予防サービス費

を支給する。 

1,187,166 

(1,048,449)
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(25) 高額医療合算介護サービス費 

各医療保険における世帯内で医療及び介護の両制度における本人負担額の合計

額（年額）が一定額を超える場合に、高額医療合算介護サービス費または高額

医療合算介護予防サービス費を支給する。 

173,460 

(170,983)

【款：地域支援事業費 項：地域支援事業費 目：介護予防・日常生活支援総合事業費】 

(26) 栄養・口腔機能低下予防事業費 

65 歳以上の高齢者に対して、「低栄養」「口腔機能低下」予防のための取り

組みを行う。高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施に伴い、栄養・口腔衛

生に関する普及啓発を強化する。 

 実施内容 

  お口の体操・調理実習を含めた体験学習、栄養士・歯科衛生士・健康づく

り推進員等の研修 

2,371 

(1,173)

(27) いきいき百歳体操等推進事業費 

身近な地域で気軽に参加できるよう、いきいき百歳体操やフレイルチェック等

の取組を推進し、地域ぐるみの介護予防体制の構築を目指す。 

5,017 

(5,033)

(28) 介護予防普及啓発事業費 

介護予防の意識啓発に資するため、広報紙を発行し、配布する。 

2,220 

(2,106)

(29) いきいき 100 万歩運動事業費 

介護が必要となる状態を予防するため、65 歳以上の高齢者に対して、ウォー

キングを奨励し、健康に対する意識啓発を行う。 

5,981 

 (5,922)

(30)

主要

No.33

高齢者ふれあいサロン運営費補助金 

自主的・定期的に地域で活動するグループ等が地域の高齢者等に対して実施す

る交流活動や介護予防に資する活動等に対して補助を行う。 

様々な活動内容や場所でのサロンの実施を支援し、サロン活動の活性化を図る

ため、関連事業を 1 つに集約するなかで、令和 3年度より補助要件等の拡充を

行う。 

22,994 

 (15,517)

(31)

主要

No.37 

訪問型サービス事業費 

要支援被保険者等が訪問型サービスを利用したときに、訪問型サービス費を支

給する。また、地域のＮＰＯ等の団体が主体となって、身近な地域の中で困り

ごとを抱えた高齢者等に対して、ゴミ捨てや買い物等の日常生活の援助を行う

支え合い活動の運営費等を補助する。 

令和 3 年度は、訪問型支え合い活動補助要件を弾力化することで実施団体数の

拡大を図るとともに、類似した内容で市が実施していた軽度生活援助事業を本

事業に転換する。 

704,538 

 (720,474)

(32) 通所型サービス事業費 

要支援被保険者等が通所型サービスを利用したときに、通所型サービス費を支

給する。

968,688 

 (1,015,340)

(33) 介護予防ケアマネジメント事業費 

要支援被保険者等が介護予防ケアマネジメントを受けたときに、介護予防ケア

マネジメント費を支給する。

166,479 

 (179,839)
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(34) 高額介護予防サービス費等相当事業費 

要支援被保険者及び事業対象者が利用したサービスの本人負担額（月額・年

額）が一定額を超える場合又は各医療保険における世帯内で医療及び訪問型・

通所型サービスの利用に係る本人負担額の合計額（年額）が一定額を超える場

合において、高額介護予防サービス費相当事業費又は高額医療合算介護予防サ

ービス費相当事業費を支給する。

4,028 

 (4,681)

(35) 審査支払手数料（総合事業分） 

介護報酬の請求に関する審査及び支払いを兵庫県国民健康保険団体連合会へ委

託する。

5,873 

 (6,348)

【款：地域支援事業費 項：地域支援事業費 目：包括的支援等事業費】 

(36) 地域包括支援センター運営事業費 

高齢者の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援する中核機関として、

地域包括支援センターを市内 12 箇所設置し、総合相談や権利擁護等、高齢者

の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な支援を行う。 

412,581 

(426,394)

(37) 在宅医療・介護連携推進事業費 

高齢者が住み慣れた地域で生活を継続できるよう、医療機関・介護サービス事

業者等の多職種が連携・協力し、市民が安心して在宅医療・介護を受けること

が可能な仕組みを構築するとともに、尼崎市医師会内に設置した医療・介護連

携支援センター（呼称「あまつなぎ」）を軸に、多職種間の連携支援を行う。 

24,931 

(23,698)

(38) 認知症対策推進事業費 

認知症の人やその家族、介護者等が住み慣れた地域で安心して生活を継続でき

るよう、認知症サポーターの養成など社会全体で認知症の人を支える取組を総

合的に推進する。 

  30,127 

(31,421)

(39) 生活支援サービス体制整備事業費 

生活支援の充実を図るため、住民、ボランティア、ＮＰＯ、民間企業、協同組

合等の多様な主体の協働による生活支援サービスの体制整備を行う。

36,980 

(36,923)

(40) 生活支援サポーター養成事業費 

介護予防・日常生活支援総合事業の訪問型サービスに従事する担い手としての

生活支援サポーターを養成する。 

9,056 

 (9,056)

(41) 家族介護慰労事業費 

要介護 4または 5 に相当する市県民税非課税世帯の在宅高齢者であって、過去

1 年間介護保険サービスを利用しなかった者又はショートステイのみの利用が

年間 7日以内の者を現に介護している家族に、家族介護慰労金を支給する。 

100 

(100)

(42) シルバーハウジング生活援助員派遣事業費 

災害復興公営住宅等のシルバーハウジングに生活援助員を派遣し、高齢者の生

活相談、安否確認等を行い、在宅生活を支援する。 

 市営団地 7か所、県営団地 2か所 

43,988 

(43,500)
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(43) 高齢者向けグループハウス運営事業費 

軽度の要介護認定を受けている 65 歳以上の高齢者に対し、24 時間見守り等の

ケアを行い自立した生活が営めるよう支援する。 

13,560 

(13,656)

(44)

主要

No.35

在宅高齢者等あんしん通報システム事業費 

在宅ひとり暮らし高齢者等における家庭内の事故等による通報に随時（24 時

間・365 日）対応し、在宅ひとり暮らし高齢者等の日常生活の安全確保や不安

の解消を図るため利用要件の緩和を行う。 

16,613 

(0)

(45) 住宅改造相談事業費 

要介護・要支援の認定を受けている 65 歳以上の高齢者の日常生活を支援する

ため、その身体状況に応じた住宅改造に関して、相談及び助言を行う。 

13,372 

(13,372)

(46) 家族介護用品支給事業費 

要介護 4または 5 で、市県民税非課税世帯の在宅高齢者等を介護している家族

に対して、介護用品を支給する。 

11,668 

(12,226)

(47) 住宅改修支援事業費 

福祉住環境コーディネーター等が行う住宅改修費申請に必要な理由書の作成業

務に対し助成する。 

192 

(190)

(48) 介護相談員派遣事業費 

介護サービスの適正化と質的な向上を図るため、介護保険施設入所者等を対象

として介護相談員の派遣を行う。 

6,750 

(6,750)

(49) 介護給付適正化事業費 

利用者の自立支援に必要な介護サービスが適正に提供されること等を目指し、

ケアプランのチェック･介護保険情報と医療保険情報の点検等を行う。 

4,582 

(3,769)

(50) 権利擁護推進事業費 

成年後見に係る専門的な知見を背景に相談から対応、その後の支援まで一体的

に行うと共に市民後見人の養成等を行うことで、高齢者・障害者の権利擁護を

図る。 

14,742 

(14,726)

(51) 成年後見制度利用支援事業費 

契約締結等に必要な判断能力が不十分な身寄りのない認知症高齢者等に代わ

り、市が家庭裁判所に対し成年後見等開始の申し立てを行う。また、助成を受

けなければ制度利用が困難と認められる者に対しては、当該制度に係る費用の

全部または一部を助成する。 

41,820 

(29,154)

(52) 高齢者緊急一時保護事業費 

虐待や徘徊等により緊急かつ即時に居所が必要となる高齢者を、市と契約する

施設に一定期間保護する。 

1,735 

(1,258)
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【款：基金積立金 項：基金積立金 目：介護給付費準備基金積立金】 

(53) 介護給付費準備基金積立金 

介護保険事業の運営に要する費用の財源に充てるために設置した「介護給付費

準備基金」へ当該年度の剰余金等を積み立てる。 

6,547 

(1,590)

《基金残高の推移》                           （単位：千円） 

29 末残高 30 末残高 元末残高 2 末残高 3 積立 3 取崩 3 末残高 

1,788,215 1,982,786 2,271,142 2,238,329 6,547 442,973 1,801,903 

【款：諸支出金 項：諸費 目：第 1号被保険者償還金及び還付加算金】 

(54) 第 1号被保険者保険料過誤納金還付金 

第 1号被保険者保険料の過年度過誤納金を還付する。 

27,266 

(25,794)

【款：予備費 項：予備費 目：予備費】 

(55) 予備費 

予備費 

1,000 

(1,000)
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